
子 どもたちの安全のため、また保護者のみなさんが安心して働くことができるように
学童保育室の入室児童を募集します。入室は保護者等が保育できない理由などの条 集件を審査し判定します。判定後１月中に結果を通知し、３月に説明会を実施します。

平成28年度 市立学童保育室の入室児童を募
対　象　４月に小学校へ入学する新１年生から新
　　　　６年生（平成28年４月８日現在）の児童
定　員 　各25人
期　間　 ４月１日㈮～平成29年３月31日㈮
　　　　　　（日・休日・年末年始除く）
時　間　放課後～午後６時　※延長保育はありません
　　　（学校休業日は、午前８時30分～午後６時)
負担金 (児童１人当たりの月額保育料）
　市民税所得割課税世帯・・・・・・・5,500円
　市民税均等割課税世帯・・・・・・・2,500円
　市民税非課税世帯及び生活保護世帯・・・0円
※別途、おやつ代として月額2,000円及びクラブ
共済保険代として年額1,800円が必要です。

申　　込

提出書類

そ の 他

12月７日㈪から１月７日㈭（日･休日･年
末年始を除く）午前９時から午後５時30
分までに各児童センターへ
①学童保育室入室申込書
②保育に欠けることの証明書
③平成27年度所得・課税証明書又は非課
　税証明書（平成27年１月1日に本庄市
　に住民登録がある人は不要）
・保護者等が就労などの理由で昼間、児
　童の保育ができない場合に限ります。
・定員を超える申し込みがあった場合、
　低学年が優先される場合もあります。
・保護者負担金等の未納がある場合、入
　室できない場合があります。

保育室名 場　所 主な対象学区 書類請求・受付・問い合わせ先
前原学童保育室 前原児童センター内 中央小・本庄西小・本庄南小 前原児童センター

☎�９８２０藤田学童保育室 藤田小学校内 藤田小
日の出学童保育室 日の出児童センター内 本庄東小 日の出児童センター

☎�０４２０寿学童保育室 寿２−４− 24 本庄東小

子育て支援講座

「イライラを減らして、
どならない子育てのヒントを学びませんか」

　みなさんは、お子さんに話をする際に「わかりやすく」伝
えていますか。「あいまい」な表現を使って話していませんか。
　この講座では、ビデオ上映やロールプレ
イを通して子どもに伝わりやすい話し方な
どを学び、親子の関係をより良い方向へ改
善することを目指します。

日時　１月13日㈬・27日㈬・２月12日㈮・
　　　26日㈮、３月９日㈬・23日㈬
　　　全６回　午前10時～正午
会場　市役所５階５０１会議室
対象　市内在住で３～９歳のお子さんを持
　　　つ保護者の人で、原則として全６回
　　　出席できる人（託児あり）　
定員　６人（先着順）
申込　12月15日㈫から電話で下記へ
★子育て支援課☎�１１３０

「すきっぷ」って？
　発達教育支援センター「すきっぷ」は、
発達が気になる子どもたちの個性を大切に
しながら、自分らしく充実した生活を送れ
るように、保健医療・子育て・教育・福祉
分野と連携し、途切れない支援を目指す、
公立では数少ない施設です。

子どもの成長
　子どもたちが、本人の持つ力を最大に発
揮し、自立した大人へと成長するためには、
子どもの特性に深い理解を持ち、本人に合っ
た支援を考える必要があります。

◎例えばこんなことはありませんか？
〈子ども編〉
・落ち着きがなく迷子になりやすい
・言葉がなかなか出てこない
・気に入った洋服しか着ない
・散歩の道順が違うと怒る
・話し好きだが一方的である
・おもちゃや友達に関心がない
・指示や内容の理解が良くないと感じる
・友達とのトラブルが多い
・授業中、席を離れる
・忘れ物が多い
〈保護者編〉
・育てにくいと感じる
・どう接してよいかわからない

まずは相談
　｢すきっぷ」では、市内在住の
おおむね18歳までの発達が気にな
る子ども（本人・家族・各関係
機関)の相談を無料で受けていま
す。また、関係機関への巡回相談
などにより、子どもに関わる人た
ちと連携して発達を応援していき
ます。子どもの発達に不安を感じ
たときは、ご家族だけで悩まない
で、お気軽にご相談ください。

どもの発達を応援します

発達教育支援センター

子どもの成長に途切れのない支援

「すきっぷ」

開所時間　
午前８時30分～
午後５時15分
( 土 ･ 日 ･ 休 日 ･
年末年始を除く)
☎�５５５０

○子どもの育ちの応援
　親子教室　
　個別教室の開催
○学びの場での成長応援
　保育園や学校での巡回・
　個別相談

サポート内容
○子どもの特性の理解の応援
　専門職との面談

○関係機関との連携
　各機関との調整や情報
　共有
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貸付利子　無利子
返済方法　貸付終了後６か月を経過
　　　　　した月から割賦返済
※申請書類は、学校教育課（市役所４階）
及び総務課（アスピアこだま内）で配布又
は市ホームページからダウンロードできます。
★学校教育課☎�１１４９

高校・大学への進学を
　　　あきらめないあなたへ

就経

子


